
【
事
業
】

組
合
事
業
の
範
囲
に
つ
い
て

組
合
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１
＝
次
の
よ
う
な
行
為
は
、
組
合
の

行
為
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
。

（
例
１
）
林
道
の
除
雪
作
業
を
組
合
事

業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
林
業
の
組
合

が
、
村
か
ら
の
依
頼
で
道
路
の
除
雪
作

業
を
実
施

（
例
２
）
商
店
街
組
合
が
構
築
し
て
い

る
商
店
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
当
該

地
域
在
住
老
人
等
の
緊
急
・
救
急
通
報

シ
ス
テ
ム
と
し
て
活
用

〔
Ａ
１
〕
労
働
奉
仕
、
祭
事
、
寄
付
等

の
行
為
は
、
組
合
が
一
つ
の
社
会
的
存

在
と
し
て
当
然
行
い
得
る
行
為
で
あ
る

と
解
さ
れ
、
設
例
の
よ
う
な
場
合
は
こ

れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
以
下
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
組
合
事
業
の
範
囲
内
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

１
．
組
合
員
の
事
業
と
何
ら
か
の
関
連

性
を
有
す
る
場
合

①
従
来
、
自
動
車
部
品
の
共
同
仕
入
を

行
っ
て
い
た
自
動
車
整
備
業
の
組
合

が
、
新
規
に
販
売
の
た
め
の
車
両
の
共

同
仕
入
を
実
施
す
る
。

②
従
来
、寝
具
乾
燥
の
共
同
受
注
を
行
っ

て
い
た
寝
具
衛
生
加
工
業
の
組
合
が
、

新
規
に
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。

③
採
石
業
の
組
合
が
、
採
石
に
よ
り
で

き
る
池
を
利
用
し
て
養
殖
を
実
施
す
る
。

④
従
来
、
呉
服
の
共
同
仕
入
を
行
っ
て

い
た
呉
服
小
売
業
の
組
合
が
、
新
規
に

毛
皮
、
コ
ー
ト
及
び
宝
石
の
共
同
仕
入

を
実
施
す
る
。

⑤
従
来
、
文
具
の
共
同
仕
入
を
行
っ
て

い
た
文
具
小
売
業
の
組
合
が
、
新
規
に

名
刺
の
共
同
印
刷
を
実
施
す
る
。

⑥
理
容
業
の
組
合
が
、
美
容
業
で
行
う

デ
ザ
イ
ン
パ
ー
マ
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
め
ざ
し
て
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を

設
置
す
る
。

２
．
社
会
的
存
在
で
あ
る
法
人
と
し
て

当
然
行
い
得
る
行
為

①
林
業
及
び
木
製
品
製
造
業
の
組
合

が
、
村
か
ら
道
路
の
除
雪
事
業
を
受
託

す
る
。
②
商
店
街
組
合
が
、
町
か
ら
ゴ

ミ
収
集
車
３
両
を
無
償
で
賃
借
し
、
町

内
の
ゴ
ミ
収
集
及
び
焼
却
場
ま
で
の
運

搬
業
務
を
受
託
す
る
。

③
地
域
異
業
種
組
合
が
、
市
か
ら
公
園

の
清
掃
管
理
及
び
自
販
機
の
設
置
・
管

理
を
受
託
す
る
。

④
組
合
が
地
域
お
こ
し
の
た
め
の
祭
事

等
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
以
下
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

組
合
事
業
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
製
造
業
の
組
合
が
、
新
た
に
土
地
を

購
入
し
て
駐
車
場
を
設
営
す
る
。

②
製
造
業
の
組
合
が
、
組
合
事
業
の
停

滞
を
打
破
す
る
た
め
、
観
光
ホ
テ
ル
等

レ
ジ
ャ
ー
施
設
を
設
営
す
る
。

③
商
店
街
組
合
が
、
自
己
の
地
域
と
無

関
係
の
遠
方
の
ゴ
ミ
収
集
事
業
を
実
施

す
る
。

④
卸
団
地
組
合
が
敷
地
内
に
ビ
ル
を
建

設
し
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
を
経
営
す
る
。

Ｑ
２
＝
当
組
合
の
定
款
に
は
、
脱
退
者

の
持
分
の
払
戻
し
に
つ
い
て
は
、「
組

合
員
の
本
組
合
に
対
す
る
出
資
額
を
限

度
と
す
る
」
旨
の
規
定
を
し
て
い
る
。

定
款
参
考
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
組
合
で
は
加
入
者
か
ら

の
加
入
金
を
徴
収
す
る
旨
の
規
定
は
削

除
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
加
入
金

は
定
款
の
定
め
が
な
け
れ
ば
徴
収
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
当
組
合
で
は
、
加
入
金

は
徴
収
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
入
の
際
の
事
務
手
数
料
的
な
も
の

を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。こ

の
場
合
、定
款
に「
加
入
金
」で
は
な
く
、

「
加
入
事
務
手
数
料
」
を
徴
収
す
る
旨

の
規
定
を
置
く
こ
と
は
で
き
る
か
。

〔
Ａ
２
〕
中
協
法
で
は
、
組
合
が
定
款

で
定
め
た
場
合
に
は
加
入
金
を
徴
収
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
第
15
条
、
第

33
条
）
が
、
こ
の
加
入
金
の
意
味
に
つ

い
て
は
、
特
に
規
定
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
趣
旨
か
ら
広
義
に
解
釈
す

れ
ば
、
持
分
調
整
金
と
加
入
事
務
手
数

料
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

持
分
調
整
金
と
は
、
持
分
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
、
改
算
式
算
定
方
法
（
組

合
の
正
味
財
産
の
価
格
を
出
資
総
口
数

で
除
し
て
、
出
資
１
口
当
た
り
の
持
分

額
を
算
定
す
る
方
法
。
し
た
が
っ
て
組

合
員
の
持
分
は
均
一
と
な
る
）
を
採
っ

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
組
合
財
産
の

増
加
に
よ
っ
て
出
資
１
口
当
た
り
の
持

分
額
が
出
資
１
口
金
額
を
超
え
て
い
る

場
合
に
、
そ
の
超
過
し
た
部
分
に
当
た

る
差
額
を
新
規
加
入
者
よ
り
徴
収
し
、

新
規
加
入
者
と
既
存
組
合
員
と
の
持
分

に
つ
い
て
の
公
平
を
保
と
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
持
分
調
整
金
は
、
改

算
式
の
持
分
算
定
方
法
を
採
用
す
る
組

合
に
お
い
て
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
た
と
え
改
算
式
を
採
っ
て
い
る
組

合
で
も
、
貴
組
合
の
よ
う
に
、
定
款
の

規
定
に
よ
り
脱
退
者
の
持
分
の
払
戻
し

が
「
出
資
額
を
限
度
」
と
し
て
行
わ
れ

【
組
合
員
（
加
入
・
加
入
金
）】

加
入
金
の
性
格
と
定
款
記
載
に
つ
い
て
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る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
常
に
払
戻
額
が

出
資
額
を
上
回
る
こ
と
は
な
く
、
新
旧

組
合
員
の
持
分
の
調
整
を
行
う
必
要
が

生
じ
な
い
の
で
、
持
分
調
整
金
と
し
て

の
加
入
金
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
定
款
参
考
例
で
い
う「
加

入
金
」
は
、
こ
の
持
分
調
整
金
を
意
味

し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
組
合
に
あ
っ
て
は
加
入
金
の
項
を

削
除
す
る
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
加
入
事
務
手
数
料
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
組
合
に
加
入
す
る

際
に
要
す
る
事
務
的
費
用
、
例
え
ば
出

資
証
券
や
組
合
員
証
の
発
行
費
用
な
ど

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
加
入
者
に
負
担
さ

せ
る
た
め
に
徴
収
す
る
も
の
を
い
う
。

こ
の
加
入
事
務
手
数
料
は
、
広
く
加
入

金
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
実
費
の
範
囲
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
そ
れ
ほ
ど
多

額
な
も
の
と
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
も
の
の
徴
収

は
、
加
入
金
の
規
定
に
よ
ら
な
く
て
も

組
合
と
し
て
徴
収
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
加
入
事
務

手
数
料
を
徴
収
で
き
る
旨
の
定
款
記
載

を
禁
じ
る
も
の
で
な
く
、
例
え
ば
徴
収

の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
等
の
必

要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
旨
を
掲
載

し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
）
持
分
の
算
定
方
法
に
は
、
前
記

の
改
算
式
算
定
方
法
の
ほ
か
に
、
加
算

式
算
定
方
法
が
あ
る
。

Ｑ
３
＝
定
款
参
考
例
の
加
算
式
持
分
算

定
方
法
と
改
算
式
持
分
算
定
方
法
と
の

違
い
に
つ
い
て
ご
教
示
願
い
た
い
。

〔
Ａ
３
〕
持
分
の
算
定
方
法
は
、
法
に

何
ら
か
の
規
定
が
な
い
の
で
、
定
款
で

自
由
に
定
め
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、

一
般
に
そ
の
方
法
と
し
て
改
算
式
（
又

は
均
等
式
）
算
定
方
法
と
加
算
式
（
又

は
差
等
式
）
算
定
方
法
が
あ
る
。

　

改
算
式
算
定
方
法
は
、
組
合
の
正
味

財
産
（
時
価
）
の
価
格
を
出
資
総
口
数

で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
出
資
１
口
当
た

り
の
持
分
額
を
算
定
し
、
そ
れ
に
各
組

合
員
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
口
数
を
乗
じ
て

各
組
合
員
の
有
す
る
持
分
額
を
算
定
す

る
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
出
資
１

口
当
た
り
の
持
分
額
が
均
等
と
な
る
の

で
、
計
算
、
事
務
処
理
が
簡
便
で
あ
る

が
、
原
始
加
入
者
及
び
増
口
分
の
出
資

の
払
込
み
に
際
し
て
は
、
持
分
調
整
金

を
徴
収
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

加
算
式
算
定
方
法
は
、
各
組
合
員
に

つ
い
て
、事
業
年
度
ご
と
に
、組
合
正
味

〔
Ａ
４
〕
組
合
員
で
あ
る
「
個
人
企
業
」

が
、「
法
人
企
業
」
で
あ
る
株
式
会
社

に
代
わ
る
こ
と
は
、
個
人
企
業
の
脱
退

（
事
業
の
廃
止
に
伴
う
組
合
員
た
る
資

格
の
喪
失
に
よ
る
法
定
脱
退
（
中
協
法

第
19
条
第
１
項
第
１
号
））
と
、
株
式

会
社
の
新
規
加
入
と
い
う
２
つ
の
行
為

を
含
ん
で
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
原
則
的
に
は
、
個
人

企
業
に
は
、
事
業
の
廃
止
に
伴
い
、
持

分
払
戻
請
求
権
が
生
じ
、
組
合
は
、
こ

の
請
求
に
応
じ
、
脱
退
の
手
続
を
と
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

ま
た
、
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
を
組

合
に
加
入
さ
せ
る
に
は
、
株
式
会
社
か

ら
加
入
の
申
込
み
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の

申
込
み
に
対
す
る
組
合
の
承
諾
が
得
ら

れ
た
後
、
株
式
会
社
は
組
合
に
対
し
て
、

出
資
金
の
払
込
み
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
、
個
人
企
業
と
法
人
で
あ
る

株
式
会
社
が
、
実
体
的
に
み
て
併
存
す

る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
組
合
員
で
あ

る
個
人
企
業
は
、
組
合
の
承
諾
を
得
た

後
、
法
人
で
あ
る
株
式
会
社
に
持
分
を

譲
渡
し
て
脱
退
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
譲
り
受
け
た
法

人
は
当
然
に
組
合
員
と
な
り
、
出
資
金

の
払
込
み
は
必
要
と
し
な
い
。

◎
詳
細
は
本
会
設
立
相
談
室
ま
で

　

℡	

０
４
３
・
３
０
６
・
３
２
８
５

【
組
合
員
（
持
分
）】

持
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

財
産（
時
価
）
に
属
す
る
出
資
金
、
準
備

金
、
積
立
金
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
、

各
組
合
員
の
出
資
口
数
、
事
業
の
利
用

分
量
（
企
業
組
合
に
あ
っ
て
は
従
事
分

量
）を
標
準
と
し
て
算
定
加
算（
損
失
が

生
じ
た
場
合
は
そ
の
て
ん
補
額
を
控
除
）

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
組
合
員
の
有

す
る
持
分
額
を
算
定
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
各
組
合

員
の
持
分
は
、
加
入
の
時
期
、
組
合
事

業
の
利
用
分
量
等
に
よ
り
不
均
一
と
な

る
の
で
、
計
算
・
事
務
処
理
が
煩
雑
と

な
る
が
、
持
分
調
整
の
問
題
を
生
じ
な

い
し
、
ま
た
、
組
合
員
の
組
合
に
対
す

る
権
利
義
務
の
表
示
に
つ
い
て
忠
実
で

あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、こ
の
２
つ
の
方
法
に
は

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
組
合
の
実
情

に
応
じ
て
適
宜
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｑ
４
＝
組
合
員
で
あ
る
個
人
企
業
は
、

現
在
、
株
式
会
社
を
設
立
す
る
準
備
を

進
め
て
い
る
が
、
手
続
が
完
了
し
た
時
、

組
合
は
、
定
款
の
規
定
に
基
づ
き
「
名

称
」
の
変
更
届
を
出
し
て
も
ら
う
と
と

も
に
、組
合
員
名
簿
を
変
更
し
よ
う
と
考

え
て
い
る
。こ
の
処
理
方
法
で
よ
い
か
。

【
組
合
員
（
加
入
・
加
入
金
）】

個
人
企
業
が
会
社
を
設
立
し
た
場
合
の

組
合
員
と
し
て
の
取
扱
い
に
つ
い
て
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